
第 一 救 急 隊

第 二 消 防 隊

柳橋第一消防隊

本部分団長 分 団 (第１～第12)

柳橋第一救急隊

柳橋第二消防隊

柳橋第二救急隊

第 二 救 急 隊

西 第 一 消 防 隊

西 第 一 救 急 隊

西 第 二 消 防 隊

西 第 二 救 急 隊

第 一 消 防 隊

※ 市長 市長室長 危機管理課
危 機 対 策 係

消防団長 副団長

防 災 管 理 係

警 備 二 課 第 二 救 助 隊

第 二 救 急 隊
消防署長

第 一 消 防 隊

第 二 救 急 隊
南分署

北分署

第 一 救 急 隊

第 二 消 防 隊

第 一 消 防 隊
警 備 一 課

第 一 救 助 隊

第 一 救 急 隊

第 二 指 揮 隊

第 二 消 防 隊

指 令 第 一 係
指 令 課

指 令 第 二 係

管 理 課 庶 務 係

第 一 指 揮 隊

救 急 救 命 係
市　　長 消 防 長

予 防 係

査 察 指 導 係

（次長）
救 急 救 命 課

予 防 課

消防の概要

１　消防組織機構図

（令和６年４月１日現在）

消 防 総 務 課 政 策 調 整 係

警 防 係
警 防 課

施 設 係
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16

救急活動に係るドクターヘリに関すること。

救急業務の企画及び調整に関すること。

消 防 長 （次長）

23

防火対象物定期点検報告制度等に関すること。

開発事業の協議に関すること。

消防相互応援協定及び緊急消防援助隊に関すること。

火災予防事業の企画及び調整に関すること。

民間施設のＡＥＤの活用に関すること。
医療機関その他関係機関との連絡調整に関すること。

消防団協力団体に関すること。

消防水利の設置及び整備に関すること。

警 防 課
施 設 係

消防活動用資機材の研究、改善及び整備に関すること。

消防出初式の企画及び調整に関すること。

警 防 係

本部の所管する公印の管理に関すること。
本部内の文書の収発及び編さん保存に関すること。

消防職員委員会に関すること。

23 消防年報に関すること。

救急活動用資機材の整備に関すること。

防災指導センターにおける訓練指導及び見学時の受付に関すること。

消防車両等の整備及び配車に関すること。

消防施設使用等の許可に関すること。

消防運営審議会に関すること。

２　消防機構と事務分掌

1

例規等の制定及び改廃に関すること。
褒償及び表彰に関すること。

消 防 総 務 課

1

職員の任免、昇給、昇格、服務その他の身分に関すること。

職員の服制に関すること。

警防業務の企画及び調整に関すること。

消防協力団体に関すること。

応急手当の普及及び啓発に関すること。

り災証明に関すること。
消防施設の維持管理に関すること。

建築確認の同意に関すること。

救急救命士の指導及び育成に関すること。

危険物の規制の許可等に関すること。

職員の福利厚生に関すること。

21

消防技術の調査及び研究に関すること。
消防計画に関すること。

政 策 調 整 係

火災等の報告に関すること。

職員の安全衛生及び体力管理に関すること。

職員の定数及び配置に関すること。

職員の研修に関すること。

消防団員の報酬等に関すること。
消防団員の研修、訓練指導及び被服等に関すること。

消防団の庶務に関すること。
消防協力隊に関すること。

消防団員の任免、賞罰、服務等に関すること。

消防団車両の維持管理に関すること。

防災指導センター使用の承認に関すること。

（令和６年４月１日現在）

消防財産の統括管理に関すること。

職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

職員及び消防団員の公務災害補償等に関すること。
消防予算の調整及び執行管理に関すること。

消防長会に関すること。

本部内の庶務に関すること。
本部内の施策の総合調整に関すること。
消防組織に関すること。
部内会議に関すること。

管理権原者及び防火管理者の指導に関すること。
火災予防思想の普及及び啓発に関すること。

少年消防団及び少年消防団運営委員会に関すること。
防火協力団体に関すること。

危険物に関する手数料の収納に関すること。

大和市火災予防条例(昭和37年大和市条例第8号)に関すること。

救急証明に関すること。

製造所等のタンクの水圧及び水張検査に関すること。

救 急 救 命 係

メディカルコントロール協議会に関すること。

予 防 課

住宅防火診断に関すること。

防火対象物及び危険物施設の予防査察及び指導に関すること。

11

1

予 防 係

1

11
防災行政無線の運用に関すること。

消防用設備等の設置及び管理の指導並びに検査に関すること。

災害通報の受信及び出動指令に関すること。

救急統計に関すること。

通信指令システムの調査、研究及び整備に関すること。

火災予防又は消火活動に重大な支障を生じるおそれのある物質の届出等に関すること。

救急救命士及び救急隊員の研修に関すること。

通信指令システムの運用及び維持管理に関すること。

消防本部庁舎の夜間警備に関すること。

指 令 第 一 係
消防情報管理システムに関すること。

1

通信指令統計に関すること。

消防用無線の運用と統制に関すること。

指 令 第 二 係

査 察 指 導 係

22 消防施設の防火管理に関すること。

（１）消防本部の機構図と事務分掌

消防に係る気象の観測に関すること。

災害情報の関係機関への連絡及び速報に関すること。

救急救命課

危険物取扱者及び消防設備士の免状返納手続きに関すること。

警報及び消防信号の運用に関すること。

指 令 課
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

諸届出書の受理に関すること。

9

第 二 消 防 隊

警 備 二 課

15

西 第 二 救 急 隊

第 二 救 急 隊

西 第 一 消 防 隊

8

第 二 救 急 隊

10

北 分 署

地域の消防訓練等の指導に関すること。

大和市火災予防条例（昭和37年大和市条例第８号）の規定による

6

第 二 指 揮 隊

第 二 消 防 隊

第 二 救 助 隊

7

10

災害の警戒及び防除に関すること。

12

第 二 救 急 隊

13

高層建築物の把握調整に関すること。

第 一 救 急 隊

柳橋第一消防隊

11

防火対象物の予防査察、指導及び計画に関すること。

救急業務に関すること。

地域防災訓練等の署内調整に関すること。

署の業務計画の作成及び調整に関すること。

署内会議等に関すること。

署の所管する公印の管理に関すること。

署内の文書の収発及び編さん保存に関すること。

消防地理及び消防水利の調査に関すること。2

2

4

3

6

5

14

救助業務に関すること。

警報及び消防信号の運用に関すること。

地域の消防訓練等の指導に関すること。8

7

9

諸届出書の受理に関すること。

（２）消防署の機構図と事務分掌

庶 務 係管 理 課

消防署長

第 一 指 揮 隊

第 一 消 防 隊
警 備 一 課

第 一 救 急 隊

署員の教育訓練、研修派遣調整等に関すること。

署の予算の調整に関すること。

災害現場の指揮に関すること。

災害現場の情報収集及び現場広報に関すること。

署庁用備品等の維持管理に関すること。

消防車両等の維持管理に関すること。

本部との連絡調整に関すること。

防火対象物の予防査察、指導及び計画の署内調整に関すること。

火災、救急及び救助の統計に関すること。

署活動物品の維持管理に関すること。

災害の原因調査及び損害調査に関すること。

11

4

12 救急業務に関すること。

3

5

災害の警戒及び防除に関すること。

防災指導センター及び消防訓練センターの警備に関すること。

16

第 二 消 防 隊

指令課業務の協力に関すること。

消防訓練の計画及び実施に関すること。

1

災害現場の情報収集に関すること。

施設見学等に関すること。14

1

消防庁舎及び諸設備の管理に関すること。

大和市火災予防条例（昭和37年大和市条例第８号）の規定による

救助業務に関すること。

消防庁舎及び諸設備の管理に関すること。

13

17

警報及び消防信号の運用に関すること。

第 一 消 防 隊

1 署内の庶務及び人事に関すること。

14

施設見学等に関すること。

火災の原因調査及び損害調査の調整並びに実施に関すること。

高層建築物の把握調査に関すること。

消防地理及び消防水利の調査に関すること。

消防訓練の計画及び実施に関すること。

防火対象物の予防査察、指導及び計画に関すること。

　　　　　　　　　　　（令和６年４月１日現在）

柳橋第二消防隊

柳橋第二救急隊

第 一 救 急 隊

第 一 消 防 隊

南 分 署

第 一 救 助 隊

柳橋第一救急隊

西 第 二 消 防 隊

西 第 一 救 急 隊
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（３）危機管理課の事務分掌

2 危機管理方針に関すること。

3 危機管理対策本部に関すること。

4 地域防災計画に関すること。

5 災害対策の計画に関すること。

6 防災会議に関すること。

7 災害対策本部に関すること。

8

9 災害時の相互応援協定に関すること。

10 災害対策に係る調査研究に関すること。

11 防災行政無線の管理運用に関すること。

12 防災思想の普及及び啓発に関すること。

13 自主防災組織の育成指導に関すること。

14 災害備蓄並びに資材の整備及び保管に関すること。

15 総合防災訓練に関すること。

16 災害報告及び防災統計に関すること。

19 国民保護協議会に関すること。

20

22 国土強靭化地域計画に関すること。

（令和６年４月１日現在）

1

18 国民保護計画に関すること。

危機管理の総合調整に関すること。

17 防災情報システムに関すること。

災害対策に係る関係機関等との連絡調整に関すること。

※市長室には、上記のほか参事（危機管理監）
　を配置

国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。

21 国民保護訓練に関すること。

市　長　　 市長室長 危機管理課

防災管理係

危機対策係
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